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は じ め に

私は、この 2年間、生活と健康を守る会で専従

として働いてきました。 この 2年間は、私にとっ

て、それまでの低所得者 。生活保護等の従来のイ

メージを大 きくかえるものとなりました。

私自身、「貧困」というもののとらえ方を、学

生時代に、貧困化法則だの、「新しい貧困」だの

低所得者層の発達保障

一生健会活動 を中心 として 一

自治体論学科 (京都 )伊  藤  興 念 子

と、頭の中では一応整理はつぃてぃると思 ってい

た ものの、現実は、より貧困化が進んでいる一方t

反対に、貧困は見えに くくなってきてぃます。

貧困化の進行 は、従来のような、単なる所得だ

けでは測 りにくくなってお り、そのことが、今の

保護行政をはじめとする低所得者層全体の問題点

となってぃるとさえ思えて きます。

頭の中で理解 してぃると思 っていた貧困化、貧

困化法則にのっとってあた り前と認識はできて も、

生 きた人間を相手にしている。「 この人にこうあ

ってはしぃ、ああぃ う風になってほしぃ。」 とぃ

う願いは、貧困化と発達が表裏一体であるため、

時として、怒 り、悲 しみ、喜こび もしたのです。

その生 きた人々が、 どのようにして発達 してい

くのか、私自身の総括 も含めて考えてい きたく思

います。

第 1章  低 所 得 者 層 に お け る貧 困 問題

第 1節  低 所 得 者 層 とは どん な 層 な

の か 。

私が二年間働いてきた「生活と健康を守る会」

は、文字 どお り、住民の生活 と健康を守るための

団体である。 その中でも、生活や健康をよりおび

やか されやすぃ低所得者層に活動の重点がおかれ

ている。国民にとっての最後の命綱ともい うべ き

生活保護 (憲法第 25条生存権 )を はじめとして、

教育の機会均等を守るべ く諸制度の活用 (憲法第

26条教育権 )、 住宅問題、保健問題、税問題等
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低所得者層の発達保障

を中心として、低所得者層をはじめとした住民 の

要求に応えて きた。

このように、生活保護基準を一つの目安として、

低所得者層を考 えるな らば、次にみる江口氏の見

低所得者層中心 ということであるので、会員は、  解が重要な ものではないだろうか。すなわち低所

県住や市住とい うような公営住宅や、民間の文化   得者 とは、「生活保護の基準の近 くか、あるいは、

住宅、アパー トにその殆ん ど大半は住んでいる。   それ以下にあって、しか も、生活保護か らさえ排

そして、その中で、主に収奪に対する対策 として、  除されている層 ということであろう」
う

そして、

いろいろな施策を利用 したりして きた。 が、その   「所得水準による基準は、相対的な ものであ り、

なかで、いろいろな施策を利用するのに も、名  々  上限と下限を もつ一定の巾のある ものである。」
の

の所得基準があ り、それに合 うか、合わないかで、  上限を決めるとすれば、「 上限は、相対的に保護

適用の有無が決められてしまう。 しかし、現実 は、  基準の 1.5倍 とか、 1.7倍 とい うように一応のめ

所得の基準だけでは、その家庭の貧困の状態はつ   どとして」
め
考える ことがで きるというのがそれで

かみきれない ものがある。 これが、私の本章での   ある。 1.5倍 とか、 1.7倍 とい う数字 は、ひとつ

低所得者層とは、―14どのような層なのかとい う   の社会的数値 として考えてみれば、一定の妥当性

問題意識の所在である。 があると思われ る。 なぜなら、教育の機会均等を

低所得者層をどのようにつかむか、まず第一に、  すすめるべ く、義務教育の無償化への一環として

経済的な意味か ら考えたい。一定程度の経済状態   の就学援助制度を考 えれば、その基準が、全国市

がなければそれは、絶対的な貧困となる。 その一   町村によってまちまちであるとはいえ、 1.6倍 ま

定程度の経済状態を どこにお くかがひとつの問題   でを、生活保護に準ずる要保護家庭としていると

になろ うが、ここでは、生活保護基準としてお き   ころは、一般的に通用 されているように思われる。

たい。 もちろん、まだまだ保護基準が、「健康で   神戸市で も、この数年、基準のア ップなしとい

文化的な最低限度の生活保障」になっているとは   うことで目減 りはしている ものの、制度当初にお

思 ってはいないが。なお、現在の生活保護基準は、  いては、生活保護基準の 1.6倍 をひとつのめどと

第 1表であ り、消費支出構造か らみて、被保護世   していたのである。ちなみに、神戸市では、この

帯は、一般勤労世帯との比で、約 60%と なって   制度が、この基準 で実際に適用 され るとするなら

いる。 ば、 4割以上の児童・生徒に適用 されるという。

<第 1表>
では、そうした低

所得者層の貧困問題

を考 えようとすれば、

はたして経済的な所

得の差だけが問題 と

なるのかといえば、

決 してそうではない。

これが私の実感であ

る。 このことを江口

氏の言葉をか りるな

らば、低所得者とは、

たんに所得の量的な

相違だけではない。

標 準 4人 世 帯 母 子 3人 世 帯 老人単身世帯

35才男(日 雇)30才女

9才男qぅ  4才女

35才女 14才男 (中 )

8才 女 (小)

70才 女

1982年 度 1  級  地

生 活 扶 助 141,8?0 H 116.660 E 5 1,1 3 0 EI

教 育 扶 助 4,540 8,600

住 宅 扶 助 9,000 9,000 9,000

加算 (母子・老令 ) 20,090 14,3o0

勤 労 控 除 28,210

計 183.620 154,350 74,430
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「絶対的な質的な相違を もつ一定の社会層だ。」
°

そして、「 その所得がたんに低位であるとぃうこ

とではない。所得は、一定の限界はあるが高い場

合 もある。所得が高 くて も、 しか もなお、何かの

事故原因によって、短期的直線的に被保護者とな

る可能性が強いということが重要である。」う「わ

れわれは、『 低所得階層 』を追求しつつ、それを

『 不安定就業階層 』と名づけたほうが、高度経済

成長期以後現段階の『 貧困層』を表現し、その性

格を探るのに適切でもあり、便宜でもあると考え

るようになった。」
の_定の経済的限界はあるにし

ても、一定程度所得の高い人 も確かにいる。しか

し、それは、ぃっも半永久的に保障されるもので

はない。例えば、天候の具合いであったり、本人

や家族の体の調子であったりで、仕事に出れない

日が続いた りすると、す ぐに生活は一変 してしま

うのである。 この ことは、第 2表の生活保護申請

直前の世帯 (主)の就業調査か らも明らかであろ う。

低所得者層の貧困問題は、単なる経済的低所得

水準か らくる性格の ものだけではなく、「低所得」

と、「不安定就業」とが不可分の ものとして重な

り合 っていることこそ、今 日の状況を端的に性格

づけているのである。

もうひとつ低所得者層を位置づける大 きな要因

として、私は、その未組織性をあげたぃ。私が働

いて きた「須磨生活と健康を守る会」は、会員の

約 3分の 1世帯が生活保護世帯でぁり、残 りの約

3分の 2が、いわゅるボーダーライン層である。

そして、そのボーダーライン層のほとん どが完全

な未組織労働者である。つま り、日雇いであった

第 2表 生活保護申請直前の世帯 (lDの就業状態
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23
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18
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G76

48

保護開始世帯に占める高齢者世帯の割合 (全国 )

年 次 45 46 47 49

23.0 22.8 21.6 18.9 17.9 15.7 15.2 14.4

(出所)貧困問題研究会『 被保護世帯の落層要因と自立の条件に関する調査報告』 1979年、8頁。
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り、月給で給与が支払われてぃても組合な どはな   社会保険の不備さが原因で起 こることでぁ り、不
い状態である。 安定就業階層 と、被保護層の関係は、「貧困が貧
彼 らが、なぜ生健会の会員なのか。彼 らは、社 困を生む」とぃう循環関係が成立してぃるとぃう。

会に対 して、ほとん ど無権利・無防備の状態にお   私 も、この意見に賛成である。
かれてぃるのである。つまり、彼 らは、生健会に しかし、低所得者層の貧困問題 を広 くとらえな
入会 しなければ、種々の権利の実現や、また、権 ければならないことを十三分に確認 したうえでも、
利の侵害に対 して、自らの生活や暮 らし、健康な   貧困化をくぃとめ、発達への転イヒを保障 してぃこ
どを防衛 できないのでぁる。 いうまで もなく、こ うとする視角で、 この問題を考えた場合、江口氏
の社会的無防備 は、その就業の不規則性や、不安   のい う貧困層のとらえ方のみでは、狭いのではな

定性 と もおおいに関連 してぉ り、また、それは、 いだろうか。すなわ ち、一般階層と不安定就業階
長時間労働、低賃金、 そして大収奪へ とっながっ 層の間の巾よりも、不安定就業階層 と被保護層の
てい く。

間の巾の方が広いととらえることが、発達への展

望、主体形成を考えるうえで重要であると思われ

る。

なぜなら、第一に、不安定就業階層 と、被保護

層の間には、経済的にみれば非常に似ていても、

被保護層には行政 か生活内容 まで も含めて大 きく

立ち入っているし、不安定就業階層は、市場経済

か らの管理だけである。つまり、被保護層となる

ためには、ぃ くっかの行政手続 きをふまえなけれ

ばならない。 その内容としては、資産調査があ り、

親族には民法の もとで、扶養義務の履行というこ

とで、扶養義務者への問いあわせ等 も行なわれる。

この公的扶助制度が もっている「資産調査制度」

は「権利性保障制度」という方向 と、内的矛盾を

はらんでいるし、また、扶養義務の履行は、前近

代的家族関係を基礎 としてぉ り、現実 としての家

族解体、例 えば息子、娘が、親の扶養義務がぁる

といわれて も、各 々の生活に手一杯で現実的には

むつかしい。保護開始後 も、 もちろん毎月の収入

報告、就労指導をはじめとする生活指導をケース

ワーカーか ら受ける。明 らかに、不安定就業階層

の時 とちが ってくる。 このことは、被保護層の生

活全体を大 きくかぇてい くものとなる。

第二に、発達の展望その ものを考 えるときも大

きならがいとなる。現在の生活保護制度では、そ

の保護基準が、憲法で保障するところの「 健康で

文化的な最低限度の生活保障」や、生活保護法の

第 2節  階 層 と して の 貧 困 層

低所得者層の貧困問題は、以上のように、たん

に、経済的な所得水準の低位性にのみ存在するの

ではなく、その就業ゃ生活の不安定性・未組織性

を も内包する ものとして存在する。

このように考えると、低所得者層を貧困層とし

てとらえようとする場合、その労働者や家族が、

生活保護、公的扶助制度の適用を受けているか ど

うかにかかわ りなく、ぃゎゅる貧困層 としてとら

えることが必要 となって くる。江口氏は、第 1図

のように、全体の階層構造を、一般階層、不安定

就業階層、被保護層の三つに分けている。 そして、

第

１

図

一 般 階 層
貧

Υl12-5}層

不安定就業階層 と被保護層を合わせて、貧困層 と

している。 そして、氏によれば、不安定就業階層

と、被保護層の間の巾 よりも、一般階層と、不安

定就業階層の巾の方が広いとしてぃる。 その意味

は、一般階層の人が、被保護層におちることはま

れにあるけれ ども、しかし、それは、社会保障、
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目的である「最低生活の保障 と自立助長」の水準    未来社、

には、真の意味で達 していない。 しか し、「健康    (2)同
で文化的」ではないけれ ど、 これまでの国民的連

動の成果として飢餓状態でないならば生 きれる状

態にある。 さらに、国民の労働 と生活をめぐる状

況は、危機的な状況に追い込 まれてお り、労働が、

生 きがい、働 きがいのある ものとしては現われず、

「働けど、働けど楽にはならず」の生活に明け暮

れる。 こうしたことから、いったん生活保護を受

けるとなれば、「真に人間 らしく生 きよう」「働

きがいを もって働 こう」とい う発達要求・労働要

求が芽ばえにくく作用する事態 も少なか らず見 う

けられるのが現状 となっている。 この生活保護を

受けることにより、労働意欲をなくするという間

題は、勤労者控除をふやす、就lld支度金の援助等

の保護制度その ものの改善 と同時に、労働を真に

労働者の ものとしていくような社会発展が必要で

ある。

同時に、そこにおち入 らないように社会的条件

を整備 してい くことが重要 であり、不安定就業階

層か らおちてい く網の目をせばめてい くことであ

る。 この ことにより、不安定就業階層 と一般階層

の間の巾は、せばまるのである。

したかって、貧困階層を考 える場合、江口氏の

い う、不安定就業階層 と被保護層を、低所得者層

の貧困問題 として トータルに考 えなければならな

いに もかかわらず、貧困を発達へ転化 させるため

の社会的援助のあ り方を考慮に入れるならば、生

活保護制度を受けるか どうかには、独 自の検討か

加えられなければならない。

まさに、低所得者層を独 自の対象 とした、国民

諸階層、労働者階級の自主的運動である生健会の

活動か、その活動の基本にすえなければぃけない

貧困のとらえ方が、ここに存在する。

以下、私が働いてきた須磨生健会の活動を中心

にして、低所得者層の貧困問題 を考 え、彼 らの発

達を保障してい く援助のあ り方を探 ってみたい。

(1)江 口英一 著『現代の『 低所得層』』∈)

(3)同

(4)同

(5)同

(6)同

1979年 . 115ページ。

上、 45ペ ージ。

上、 116ペ ージ。

上、 117ペ ージ。

上、 135ペ ージ。

上、 152ペ ージ。

第 2章 低 所 得 者 層 の 状 態

第 1節  生 健 会 活 動 を通 して み た

低 所 得 者 層 の 状 態

生健会活動 は、前述の ように、生活保護制度を

ひとつの線 として、生活保護制度その ものと、 そ

の自立への道をつなぐ低所得者層全体への網の目

のような諸制度の活用、発展を中心として組織 さ

れている。 この組織 された中で、人々は、自らの

発達 と社会の変革を結びつけて考えてい く。 ここ

では、生活保護制度をひとつの中心点 として、そ

の自立への道を、 4人の例を通してみてい きたい。

<第一例>sさ んの場合

1家

族構成-4人家族、夫

ilI湾「 ilf滝  |

夫が病気で倒れ生活保護受給となるが、数ケ月

後、傷病手当がまとまっておりたとして保護打 ち

きりとなる。 その数ケ月後、傷病手当 もなくな り

相談に くる。話 し合いの結果、毎月の傷病手当金

との差額を受給 となる。 しかし、生活保護のされ

ていた期間に、夫か、サラ金に手をだし、50～60

万円の借金をする。 このケースの場合、夫の親が、

「嫁にばか り迷惑をかけて申し訳ない」と言 って、

返済をして くれ、一応の解決 となる。

<第二例>Mさ んの場合

1家

族構成―
l↑フ曇LF∫IIL「∫]ILI

夫が、会社で人間関係か うまくいかず失業とな

る。 しかし、失業保険 もな く、妻 も働いていない

し、また、貯金 もないとい う。 この家庭は、この
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時点 までに、就学援助、市営住宅の家賃の減免を

受けている。が、それだけでは生活ができないの

で、失業期間中、生活保護を受けることをすすめ

た。妻 は、す ぐに受けたいと言ったが、夫は、「友

人で生活保護を受けて遊んでいる人間がいる。」と

いって、最初 は拒否 したが、当面困っているとい

うことで、受給することになる。 しかし、受給後、

「生活保護の基準は、思 っていたょりも多かっ畑

といい、また、妻が内職 もしはじめたことか ら、

夫は仕事 を探 さなくな り、長期的保護受給者 とな

る。一定の間、行政に も、内職は無申告であった

ようだが、話 し合いにより、内職の申告はするよ

うになった。 しかし、夫は今 もブラブラとしてぃ

る。

<第三例>Hさ んの場合

1家

族構成 -4人家族、夫

′]IL「 ]}111

妻がまだ現在 1才の子供を身 ごもっている頃、

大が体の調子が悪 くな り、福祉事務所を訪れた。

しかし、そこで、「生活が困 っていると言いなが

ら、今か らまだ子供を産むのか」と言われ、申請

は受理 されなか った。 そして生健会に相談にき、

生活保護受給の手続 きをとった。 それか ら、 1年

余 りたって、その地域 で、次の係を決めようと班

会議を開いた際、「私 も守る会の世話になってい

るか ら」と4人の係の うち 1人 となった。係にな

るにはな ったが、「決めたことも守 らずいいかげ

んだ」とか、「生活保護を受けているようだが金

回 りもいいようだ」との回 りか らの批判が、事務

局の方に もだされはじめる。班会議の時に、生活

保護の基準や、生活保護 と他の福祉制度の関わ り

合いの学習などをして、回 りの人々に も保護への

理解を高 めるとともに、班活動の意義などもみん

なで話 し合い、少しづつ係としての自覚 ももちは

じめた。 しか し、夫は体が回復 してきたに もかか

わ らず、毎 日ブラブラとしてお り、小学校 1年生

になる子供からは、「 ぼくのお父さんは、会社の社長

やか ら、毎 日ゴルフしてんねん。」と、発言力おたり

しlGる。また、妻は、係をしていたつなが りか ら、

手に職をつけようと、着物の着付 けを習いはじめ

てお り、自立への礎になればと思 っている。

<第四例>Tさ んの場合

〔

家族構成

ll:こ勇:1∫ iI単 言 ∫iIL〕
夫が、ァルコールの飲みすぎか ら肝臓を悪 くし、

生活保護受給 となる。他地区か ら転居 して きた人

で、以前の住居の様子はわか らないが、妻は働 き

に出、一定のス トックをつ くり、須磨区内の市営

住宅に入居 となった。家具などは、転居の際新 し

い ものをそろえたようだ。地域 で班活動をし、そ

の中で、市営住宅の家賃減免や、就学援助等を知

ることに より、それ まで「生活保護だけが頼りだ」

と思 っていたが、除々にその不安 も消 えていった。

夫の体の具合いが一定 よくなって きたことともあ

わせて考え、生活保護をきることにした。

この 4つの例 は、各 々病気、失業 とい うような

理由か ら、保護受給 とな り、そして、次にそのな

かか らいかに自立 してぃ くかという苦悩の記録で

ある。

Sさ んの例は、生活保護がまだまだ不合理であ

るとい う例 である。 もし、 Sさ んの場合、傷病手

当がお りた際に も、機械的に保護打 ちきりとせず、

毎月の計算をすればす ぐに、また、保護受給とな

ることは、日に見 えてわかっているわけであるか

ら、配慮のしようもあったように思 う。 また、 こ

の場合は、サラ金の借金 も、まだ親が若 く、どう

にか借金返済だけはできた ものの、たぃてぃの場

合は、改ためて借 りるところ もない場合が多く、

そのような場合は、混迷をふかめることになる。

Mさ んの例は、生活保護がより貧困を招いたと

いえるような例である。失業・無保障か ら、す ぐ

に経済的破綻 は目に見えてお り、サラ金などに手

をだしては困るとい う配慮―このような時、お金

を借 りるところが、親戚知人等になぃ場合、気軽

に借 りることができるサラ金に手を出してしまう。

低所得者層の発達保障
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一度手を出す と、雪だるま式に増え、立ち直 りが

むづかしくなってくる。このような理由から保護をすす

めたのである。保護基準は、Mさ んにとって思っていた

よりも多 く、人間関係等がいやで会社をやめたあ

とだっただけに、なおさら仕事への情熱を失なわ

せてしまった。班の学習会に も、妻か参加 してお

り、妻へ は、保護の話 しはしてぃたか、夫に話す

機会 も得ることができなか った。保護への、真な

る理解が不十分であったことか反省 させ られる。

Hさ んの住んでいる地域 と、Mさ んの住んでいる

地域 との差に、経過の違いを感 じさせ られる。M
さんの住んでいる地域は、自治会等 も不活発であ

り、地域の人か集 まって話す ことも少 なく、地域

的つなが りは弱い。 これに対 して、Hさ んの住ん

でいる地域 は、自治会、子供会、生健会等が活発

に活動 してお り、地域的つなか りは強い。生健会

の班会議等 もよくもたれ、種々の問題 につぃて話

し合い、学習会 ももっている。 この地域・組織の

主体的力量の差が、今後 も大 きく影響するように

思われ る。

また、 もうひとつ重要な点 として、労働それ自

身の中か ら、大人の発達をか らとる重要性だけで

なく、子供にとって も、親の労働する姿勢を見る

ことは、極めて重要なことである。例 え、親が病

気等の事情で働 くことができない状態であったと

して も、親が保護に対してどういう姿勢で考えて

いるのかは、子供に大 きく反映する。 この場合 も、

子供に、親の姿勢が明らかに うかがえる。今後、

子育ての問題 と共に考えていけるようにしたぃ。

Tさ んの例 は、生活保護か ら目立しつつぁる例

である。 この場合、夫の健康回復 と同時に、住環

境の整備や、経済的に も、生活保護を打ちきって

も、一度に高い家賃の支払いか きたり、諸々の費

用がかかってこないように、減免・猶予等の手続

きをとることにより、安心感を得ていった り、地

域的連帯 も生まれ、 “みんなで頑張ろ う"と い う

状態になってぃる。

生活保護は、国民の権利であ り、誰 もが困った

時に、等 しく受けることがで きなければな らない。

しか し、それは、真にその人間、家族のためにな

るようでなιすれば意味をなさないのである。 その

ために、留意 して きた点をあげたぃ。保護受給に

関して、誰でも困 ったらす ぐ保護 とぃう考え方は

とらないことにして きた。第二に、その ことを実

現 してぃ くために、保護におちぃらないための う

け皿 として、他の諸制度 でカバーできる場合、で

保護をはじめた諸制度の しくみや、社会の しくみ

を知 るとと もに、地域的連帯をつくってぃ こうと

して きた点にある。 しか し、人間が困 った時に、

それを狙って寄生 してくるサラ金等 もあ り、それ

か らも守 らなければならない。 当面の容易 さに流

されないようその選択をしてもらう為に、当事者

たちに真に理解 して もらうための苦脳があった。

「 絵に描いた餅は食えない。」とは、 よく社会保

障制度要求 をか らとっていく時に言われる言葉で

あるが、 “絵に餅いた餅 "では もちろんいけない

し、“ただ実存しているだけの餅 "で もいけない。

血の通 った人間が、より人間 らしく食べれる餅、

血の通 った制度 としていかなければならないと考

えている。

第 2節 低 所 得 者 層 にみ る現 代 貧 困

の特 徴

貧困化の進行は、低所得者層により顕著に表わ

れてぃる。江口氏は、貧困を構成する重要な要素

として、「所得、住宅、教育、さらに家族」をあ

げられている。 これ らは、人間が人間たるに値す

るための基本的条件である。 これにつけ加えて、

私は、消費生活構造をあげたぃ。 これらのなかに、

より低所得者層の状態をみていきたぃと思う。

まず第一に、所得は今までにみてきたょうに、

一定の限界性と、それにもましての不安定性に規

定されているように思う。

Hさ んの例は、前者のMさ んと似た例 であるが、  きるだけそうして きた。第三に、組織化のなかで、

低所得者層の発達保障
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濶 自 家 公営餃 社  宅 借 家 間  借 同署才酬 不  明 計

低 所 得 層

層

層

他

般

困

　

の

貧

そ

(66.6)
510

(24.5)

23

(10.3)
3

(48.3)
14

(106)
81

(20.2)
19

(38.0)
11

( 3.4)
1

( 5.3)
5

( 3.4)
1

５

４

( 7.3)
55

( 5.1)
33

(31.0)
9

( 3.4)
1

( 1.2)
9

( 96)
9

(103)
3

(3.4)
1

(3.4)
1

(13.9)
4

３

２

( 8.2)
63

( 5.3)
5

( 7.0)
2

(24.2)
7

(100.0)
765

(100.0)
94

(100.0)
29

(100.0)
29

計
９

０

９

．
５

５

５

(12.2)

112
( 55)
50

(lo.8)

99
(2.4)

22

８

７

(8.4)
77

(100.0)
917

出所 )高 山武志 教育と貧困」 江日英一編著『 社会福祉 と貧困』法律文化社

第二に、住宅は、第 3表に もみられるように、

持ち家政策かかな り侵透しているといわれる我国

において も、低所得者層・貧困層の場合、持ち家

は少なく、公営住宅、借家、間借で約 7割 をしめ

る。 また、貧困層には、社宅住いの人がいないこ

と、低所得層において もわずか 5%余 りである。

このことは、貧因・低所得者層が不安定就業層で

あ り、社宅のあるような会社に勤めていないこと

のあらわれである。 また、公営住宅の場合、貧困

層の 3分の 1以上が、低所得層の 5分の 1が入居

している。全国的にみてまだまだ少ない公営住宅

に これだけの人が住んでいるのだか ら、住宅によ

っては、生活保護世帯が 4割 も居住 している場合

もある。公営住宅は、低所得者を対象 とした福祉

対策住宅なのである。このため、一ケ所に低所得

者が集中して居住す ることによる問題点 もでてい

る。一方では、団地内部の問題 として、同じよ う

な所得の人が集まっているに もかかわらず団地内

部の人間の競争が激化 され 、団地外部 との問題 と

しては、は っきりと低所得者向け住宅 とされ るこ

とか ら、周辺地域 との間に階層差別が生まれる。

近所の商店や医者か ら正当なサービスが受けられ

なか った り、教育の場で も、「市住の子は柄が悪

いか ら、頭が悪いか ら一緒に遊ぶな」等の声がで

た りす る。このように、住宅は、所得によ って、

広 さ環境等に も影響は大 きくあらわれ ると思われ

るが、それ と同時に、その形態によって もちがい

低所得者層の発達保障

第 3表 低所得・貧困層の住宅所有関係

が現われてくるよ うに思われる。

第 4表 低所得・貧困層の全 日制高校公 。私

立別進学状況       ()%

靡
全 国制公立

高校進学者

立
者

私
学

制
進

日
校

全
高 計

一 般 層

低所得層

貧 困 層

そ の 他

(64.2)463

(409) 27

(59.1) 13

(64.0) 16

(35.8)261

(59.7)39

(409)  9

(36.0)  9

(1000729

CllX10 66

α00022
allllЮ)25

計 (62.2)524 (37.8)318 (1000842

(田所)第 3表に同じ 131頁

第二に、教育であるが、第 4表でみるように公

立高校に一般階層の 6割 以上が通 っているのに対

して、低所得層は、それを大 きく下回っている。

より学費が高い とされ る私立高校 に、進学者が多

い。このことは、第 5表の学習塾通学状況に も示

され るように受験戦争 といわれる今日において、

高校 に入るまでにおいても相当の教育費がかか り.

教育に費用が よりかけに くい層において、成績が

低い位置にある。又高校進学率が義務教育並にな

って きている現在において も、一般層の高校進学

率が、 95.2%に対し、低所得層・貧困層は、

702%、 75.8%に す ぎず、中卒就職者も、又

この層に多い。このことは、
｀
貧困が貧困を生む、

循環をより断ちにくくするといえよう。

)%
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低所得者層の発達保障

第 6表 被保護世帯と一般世帯の世帯人員別構成比の推移

総  数 1人 人 3 人 4 人 人

被 保 護 世 帯

以

人
1965年
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1965年
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

10o.0

100.0
10o.0

10o.o

100.0
100.0

般 世

100.0
100.0

100.o

100.0

100.0

100.0

10o.o

100.0

100.0

100.0

10o.0

39.0

50.0

53.0

53.9

55.4

55.6

55.9

55.6

55.2

55.4

55.7

帯

19.o

2o.8

20.9

21.2

21.o

21.1

20.4

20.3

20.4

20.3

20.3

12.4

14.4

14。 3

15.0

15.4

15.4

15.6

15.4

16.2

16.2

16.9

14.0

11.9

11.0

10.7

10.3

10.3

10.4

10.6

10.9

11.1

11.2

15,7

17.3

17.8

17.7

18.0

18.2

17.7

18.3

18.0

17.6

17.8

8.2

4.9

4.1

3.9

3.6

3.5

3.6

3.6

3.6

3.4

3.3

15.2

13.2

12.6

12.6

12.7

12.8

12.1

12.0

12.3

12.3

12.1

7.8

3.8

3。 2

3.0

2.7

2.6

2.6

2.6

2.6

2.5

2.3

19.0

13.1

11.1

10.9

10.3

10.5

10.0

9.5

9.6

9.4

9.2

2.60

2.11

2.01

1.97

1.93

1.91

1.92

1.92

1,98

1.92

1.91

12.0

8.8

7.7

7.4

7.0

6.9

7.1

7.2

7.4

7.3

7.2

17.8

18.5

20.8

19.8

19.0

18.2

20.3

19.2

18.0

18.3

18.1

19.9

23.4

23.4

24.0

24.5

24.9

24.2

25.7

25.9

26.2

25.8

3.75

3.45

3.32

3.33

3.33

3.35

3.27

3.29

3.31

3.30

3.28

(原 資料  「被保護者全国一斉調査」「厚生行政基礎調査」
(出所)『 国民福祉の動向』81年特集号

第 5表 低所得 。貧困層の学習塾通学状況

_                    ( )%

第四に、家族 の問 題 であ るが、第 6表 か ら

も明 らかなように、一般世帯に比べて、被保護世

帯の世帯人員は少ない。老人等単身世帯の比率の

高 さを示 している。 また、年次でおってみても、

=股世帯に比 して、被保護世帯の方か家族人員数

の減少 も著 しく、家族解体の典型 とい え

るのではなぃだろう力、

第五に、消費生活構造をあげたぃ。最

近、 “エングル係数の空洞化 "と よくぃ

われる。 それは、家賃、光熱費、教育費、

各種 ローンなど毎月 どうして も支出しな

ければな らない「強制支出」の増加に も

原因するように思われる。特に、都市の

場合、家賃、 ローン等の支払いにおわれ、

公団であろうと、持 ち家であろ うと、食

卓をみれば同じであるといわれる。確か

にエングル係数では測 りに くくなってお

り、エンゲル係数にかわるものとして、

今後、文化的費用の割合かひとつの目安

と もなってぃくだろう。 このような状況

21.つ 166
10.0 10

13D l
17D 5

(788)599

(89.0 84
(96.D 28
(82.D 24

α000765
000.094
C100029
α000)29

19.D182 (80.2)735

(出万)第 3表に同 じ 29頁
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が、一方では年々増え

ているが、それに もか

かわ らず、被保護層を

みてみるならば、エン

ゲル係数は相変わらず

有効でぁる。第 7表 の

ように、食費は削った

として も限界があり、

エングル係数は高 くな

る。 そして、第 8表 で

その内訳をみてみれば、

主食費等にその重点か

おかれてお り、魚介類、

力・乳卵類等のたんば

く源や、果物等か少な

いことを示 している。

つまり、一方では、低

所得者層を も含んで、強制支出をさせて

いくような構造―現金が常に必要 であ り、

“生活 しに くくなったなあ "と 感じる―

が進み、しかし、まだまだ■方では、食

費の内訳等の中にその矛盾が内在 してい

るといわなければならないだろ う。

第 3章  戦後 の貧 困 ・低 所得者

対策 と全生連 運動 の変

遷

本章で私は、現在行なわれてぃる第 4

次「適正化」と、現在の貧困層の状態を

みるため、戦後における貧困・低所得者

層に対する行政および権力の対策 と、それに対 し

て、運動の側が、 どのように対抗、組織形成 して

い ったかを、ここでは簡単に歴史的にみてみたい。

戦後の歴史を、次の 4つの時期区分でみてい き

たい。

① 第一期を、敗戦か ら、第一次適正化の1954

低所得者層の発達保障

第 7表 消費支出の費 目別内訳

(原資料)生 活と福祉

(出所) 賃金 と社会保障4830。 831、 1981年、 129頁

第 8表  食 料 費 の 内 訳

(昭和 54年度 。東京都・1人当たり)

◎ 格 差

食  料  費

主  食  費

魚  介  類

肉・平L卵 類

野  菜  類

調  味  料

乾物加工食品

菓 子・果 物

酒 。飲 料

外  食  費

%
100.0

12.8

11.7

16.6

9.1

3.8

10.8

lo.7

93
15.3

%      %
100.0     89.9
185     130.4
10.7     82.3
14.2     77.3
104    1o2.6
4.5     1o7.4

142     1182
103     87.3
5.7     553

11.4        66.8

注 :格差◎ =(一般勤労者世帯=100と した )も の

(原資料)生 活と福祉

(出所) 第 7表に同じ

年頃まで。

② 第二期を、第一期以後、第二次適正化の

1961/f代 後半～ 7o年初頭にかけて。

③ 第二期を、第二期以後、第二次適正化といわ

れる1970年代後半～1980年初頭にかけて。

④ 第四期を、臨調・行革方針がうちだされてき

(昭和54年度・東京都・1人当たり)

隻 冨 1食料費T住 居費 匝 熱費 丁蔑服費 雑  費

実

績

=般勤労
者世帯

被保護労
働者世帯

円 円 円 円 円 円
66.386 18,055   7,171   2,286   6,301  32,623

39,089  16,286   5,349   1,949   3,631  11,924

構

成

比

一般勤労
者世帯

被保護労
働者世帯

% % % ％

■

％

９
．
５

％

・
４100.0    27.2    10.8

1000    41.5    13.7    5.0     9.3   30.5

格般世
差勤帯

rm
被保護労
働者世帯

58.9    89.9   74.6   872    57.6   866
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た1981年 か ら、現在進行形 として。

第 一 節  第 一 次「 適 正 化 」と金 生

連 の 成 立

1945年 8月 、我国は敗戦 となった。翌1946

年 11月 には、 それまでの大日本国憲法を否定 し、

国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を原則と

する日本国憲法が公布され、 1947年 5月 より施

行されることになった。 この新 しぃ憲法の下で、

1950年新生活保護法が実施 された。

この時期におぃては、敗戦後の総国民飢餓状態

か ら、生活防衛のために労働者は立ちあがらぎる

をえなか った。最初に立ち上がったのは、組織労

働者であった。生活権保障 としての生活保護申請

をはじめとして、「米よこせ」「働かせろ、食わ

せろ、病気なおせ」のスローガンの下で、運動は

形成 された。「 生活擁護同盟」や、初期の「生活

を守る会」「健康を守る会」の組織的基礎が形成

された。

戦後の高揚 もつかの間、1950年 に朝鮮戦争が

勃発すると、一方では、特需景気により、 ドッジ

ライン以来の経済恐慌は解消 したが、他方では、

1951年 に講和条約、日米安保条約調印の後、ぃ

わゆる逆 コースの時期となり、社会保障の目ざし

ている方向とは逆向 きとなってきた。 そして、

1954年か ら本格的な再軍備― 自衛隊、国防会議、

防衛庁の発足―をはじめ、 22項目の一括改悪や、

炭抗や農業つぶし等を強行 して きた。生活保護制

度に関して も、医療扶助のしめつけ、付添看護婦

の廃止、朝鮮人への特別なしめつけ、生保受給者

前年比 22万人打 ちきり、 4年間保護基準据え置

き等がなされた。

これに対 して、全生連は1953年 に全生連事務

局が発足 されて、 まだ全国連絡会議の段階ではあ

ったが日患、全国自労、全医労、厚生省職組、日

本社会事業職組等 と共に、運動を展開 している。

このようななかで、 1958年 に、「生活と健康を

守る会全国連絡会」として結成 し、1961年には、

現在の「全国生活 と健康を守る会連合会」 (全生

連 )へ と成長していった。

第 2節  第 二次「 適 正化 」と運 動 の

弱 点 克 服 へ

1960年代は、安保反対斗争の高揚をはじめと

して、1956年に提起された「人間裁判」朝日訴

訟の第一審勝利判決、国民健保の新法や国民年金

の発足をめぐる改善運動等、民主的国民運動は、

大きな飛躍をとげた。生活保護 もまた、1961年
の第 17次改定を契機に一定の前進をからとって

い った。

しか し、民主勢力の 1960年代前半における一

定の前進のあと、支配層は、 1960年に改悪した

安保体制を支えなければならなか った。 それには、

低賃金、不安定就業層の拡大が必要不可欠であっ

た。つまり、石炭産業、農業などをはじめとして、

低所得層=停滞的、潜在的過乗」人口を広範に流動

させることにより、低賃金、不安定就業層を拡大

し、高度成長=高蓄積を貫徹 しなければならなか

ったのである。

この低賃金で、不安定な就業者を大量に組織 し

てい く手だてのひとつとして、1964年頃か ら、

70年代初頭にかけて、 第 2次「適正化」が起 こ

なわれた。 この第 2次「通正化」の特徴点 は、徹

底した「 稼動能力 」を もつ保護世帯のしめだしで

あった。それにょり、1965年 を境 として、それま

での稼動能力世帯の比率が高かった保護世帯は、

それ以後、非稼動世帯の比率の方が高 くなった。

この稼動能力世帯に対するしめだしは、これ以後

もず っとっづ くゎけでぁ るが、このことは、生活

保護その ものの意味を大きくかえてぃ くもの と考

え られる。

これに対 して、全生連 は、 |ま ともな仕事と生

活で きる賃金を保障しろ」「保護基準を即時 2倍

に引 き上げよJと の要求で斗 ってきたが、これ ら

は、実践的 |こ も評価 されるようになって きてぃた。

しか し、 1963年朝日訴訟東京高裁判決が、第一

-23-



低所得者層の発達保障

審をくつがえして、保護基準は、「 いかに も低額 このようななかで、全生連の意義はますます強

に失する感は禁じえない。」力ゞ、「違法でない。」  まり、1976年 21回 全国大会において、 「 くら

と判決 された直後か ら、敵の攻撃は強 まり、種々   しと健康の権利宣言」を決定 し、新ためて全生連

の事件等 として露出する。事件 として、直鞍地区   の目的・展望を確認するとともに、 65年以降 7

事件、荒尾事件、三鷹・台東事件、足立 。中野事   大要求として斗 って きた運動 も深 く侵透してい っ

件等、訴偽容疑 または、不正受給による告訴、団   た。

体交渉の際に、傷害罪で告訴される等である。

しかし、一方では、 1965年の第 11回 全 国総

会で、全生連を、「貧困者を中心とする地域住民

の生活 と健康、権利の保障を要求 してたたかう居

住を単位とする組織 」と規定 し、生活保護以外の

要求 も積極的に組織 し、 7大要求
う

として定式化

した り、要求のと りあげ方 も、制度のわ く内に閉

じこめたりしないよう「私の要求運動」として組

織をしはじめていた。 また、1970年の全生連第

16回総会でま、今まで弾圧の回実としてとりあげられ

たような弱さも克服しようと、「足立 。中野事件

と全生連運動のあらたな前進」
の とい う方針 もだ

された。

第 3節  第 二 次「 適 正 化 」と全 生 連

の 新 た な飛 躍

1973年秋におきたオイルショック以後、日本

経済 は漫性的な不況下におらいる。 それとともに

「福祉見直し論」が打 ちだされ、福祉全般にわた

って、後退、改悪がなされてぃ く。

生活保護における第二次「適正化」は、1976

年にだされた老令 。障害・母子など加算制度の大

改悪によって本格化する。第二次「適正イヒ」につ

づ き、稼動世帯に対するしめつけもより強めなが

ら、 70年代初頭までは、一定、非稼動 出帯には

「処遇の改善」をいわぎるをえなか ったが、それ

す らもしめつけの対象にしてぃ った。

高度成長期にぃわれた「中流化」 も、1977年

以降の所得減税見送 り、国保料等による非消費支

出の増大 や、福祉後退に よる費用の増大等により、

もはやは っきりとその幻想が崩れ さった。

第 4節 第 四 次「 適 正 化 」と全 生 連

の さ らな る発 展 を

1960年 に改悪 されて以来、諸悪の根元 とな っ

ている安保条約 は、 1978年に「 日米防衛協力の

ための指針」 (ガ イ ドライン )か打 ちだされ、専

守条約か ら、攻守同盟へ と実質的に改悪 され、総

合安保体制へ と進んだ。 この総合安保体制 は、「日

米核安保」と「 日本型福祉社会」を両軸 としてい

る。 この総合安保体制を促進する ものとして、臨

調・行革が存在する。 そして、この臨調・行革は、

「 自立、自助、近隣扶助」に立脚 した、「活力あ

る福祉社会づ くり」をめざしてお り、その生保版

として、第四次「適正化」は、 1981年秋、具体

化された。

この適正化は、これまでと同じく稼動能力世帯

を対象の基調にすえている点は同じであるが、暴

力団員の不正受給防止をかかげているのをはじめ、

今 までのようなケースバイケースではなく、全申

請者を対象としている。これは、まさに、生活保護の

基本的性格をかえていこうとい うものであ り、慈

恵的な生活保護へと後退たらしめるものである。

こういった状況の中、国民の生活不安と不満は

より増大 してぃる。 こういった不満 を、潜在的力

量 としてとどめるのではなく、顕在イヒさせていく

ことこそが、今求められてぃるのではないだろう

か。全生連 も、これまで中心として斗 って きた 7

大要求の一定の評価の上に立ちつつ、それだけで

の狭 さも認識 し、今、 もうひとまわ りもふたまわ

りも大 きな運動をつ くっていこうと、新ためて

「私の要求」の組織イヒや、仕事 (労働 )に 対する
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とりくみ も強めてい こうととりくんでいる。

1)7大 要求①生活できる仕事 と賃金の保障を

はじめ、②保護水準の 2倍引き上げと適用拡大、

③健康相談会を含む健康と医療、④就学援助を

含む義務教育の無償イヒと民主教育の確立、③公

営住宅の大量建設と生活環境の改善、⑥重税と

高物価に反対する運動、⑦全国一律最賃制で総

合的な社会保障の確立など。

2)「足立・中野事件と全生連運動のあらたな

前進」-7o年代における全生連運動を大きく

発展させるために、弾圧の口実にされるような、

運動の問題点を明らかにし、その克服の方向を

明確にした。主要な点は、①まともな仕事と生

活できる賃金要求の斗いを重視する。②生活保

護の適用の拡大と基準の引上げ闘争を強める。

これは、「物 とり主義」的傾向が強まって、闘

争が弱まっていることを指摘し、実態を暴露し

て具体的な運動として強める。③専従者の生活

保障を組織で責任をもつ問題。④住民から支持

される斗いの問題、社会的道理にかなった運動

を、広範な貧困者を結集し団結を強めるととも

に、地域住民 といっしょに斗う運動へと発展さ

せる。

第 4章 低 所得 者 層 の発 達 保 障

第 1節  労 働 権 、生 活 権 の 保障

私が、この二年間生活保護に関わってきたなか

で、ひとつの大きな問題点としてでてきたのは、

保護への住民の意識の問題であった。一昔前なら、

市の保護課へ、「 もっと保護を充実してやってほ

しい」と電話が多 く入ったそうだ。だが、今は、

「○○の××さんは、実は母子家庭でない」等の

いわゆるタレこみ電話が多いという。 この意識は、

同も行政の側へだけではなく、全生連運動の中で

も多 くつ きあたる問題である。保護に対する住民

の反発、「 自分たちはしん どいお もいをして働ぃ

てい る。働けど、働けど、楽にはならない。だの

に、働かず して食べてぃる人間がいる。」とぃう意

識、被保護者には、病気であったり、老令であっ

た り、また、母子家庭であ ったりで働けない理由

は十分あったとして も、そうはなかなか とって く

れない。みんな苦しいのである。 ますます貧困化

は深化してぃるのに、貧困はますます見えにくく

なっている。 その結果がこうした意識 となって表

面化 し、国民相互の分断が組織 させ られてぃると

いわなければな らない。

そのようななかで、私が感 じたのは、真の社会保

障、発達保障を確立するとは、労働権・生活権の

保障かまずその第一歩であるということであった。

「 労働 は、人間生活全体の第一の基本条件であ

って、しか も、ある意味では、労働が人間その も

のをつ くりだしたゴ
)人

間を、人間たらしめる根

本は、労働 である。人間としての基本問題 として

の労働 は、人間としての権利であり、憲法の条文

に も、 25条 生存権、 26条教育権 とともに、27

条勤労の権禾U及 び義務、 28条労働者の団結権が

かかれてぁる。

しかし、今までの救貧行政 は、「労働」その も

のを、積極的にとらえされてぃない面があったの

ではないだろうか。現実問題として、労働強化、

長時間労働の もとで、労働するとい うことが、人

間性を伸ばす どころか、反対に歪めてしまった り、

また、壊 してしまったりなど。労働の疎外現象が

多々あるなかでは、なかなか、労働を権利だとか、

生 きかいだとか考えにくくなってぃるだろう。 し

かし、我々は、ょり人間 らしさを取 り戻すための

福祉を考えるな らば、 もっと積極的に、労働権を

保障 してぃ くよう考えなければならないだろう。

労働権の保障の中Ю 問題として、ひとつとしては、

老令者、障害者等の従来か ら非稼動世帯とされて

いた世帯への労働権の保障である。 これ らの世帯

に対 して、労働権を保障 しないことは、いいか え

低所得者層の発達保障
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れば、「かぃ ごろし」なのであ る。「かぃごろし」

ではな く、人間 らしく処遇するために保障 してい

くことが必要なのである。そのためには、 もっと

行政が関与して労働市場を民主的に統制していか

ねばな らないだろうし、また、共同作業所の建設

等 も、重要な問題であろう。そして、 もうひとつ

の大 きな問題として、雇用保障がある。雇用保障

は、単に仕事があればよぃとぃう問題だけではな

い。最低賃金制を確立させて、「人たるに値す和

賃金の保障、労働時間の短縮、これにより生活時

間の拡大、労働環境等の労働条件の整備、そして、

その雇用が安定的であること、 もし何かの際の社

会保険加入、共済の完備、その内容の充実等にと

りくまなければな らない。 また、就業のために必

要な教育として、自動車免許をはじめとした各種

の資格取得の場を もうけるな どもひとつの足がか

りであろう。

次に、生活権の保障でぁる。生活権の保障とは、

「飲食、労働、スポーッ、読書、遊び等々、私た

ちの生活の営みすべて」
の =「生命の生産 と再生

産」にかかわるすべての活動を自由で、多面的に

発展させることがで きるよう保障することである。

このような、自主的文化的生活領域の確保 は、い

いかえれば、自分自身の生 き方、生活に見通しを

つけてい くことでもある。 この見通 しをつけると

い うことは、資本主義の発達か、「大規模な相対

的過剰人口をつ くりだして全民生活全体を不安性

と将来の見通 しへの不確実性をかってなく高めて

ゆく」としヽ うことからも、雇用の安定性をはかる

とともに、将来への見通 しを もつ力をつけてぃ く

ことか重要である。 この点か ら考えるならば、生

活保護がその目的に、「自立助長」をうたっては

いるが、現実 としては助長されるとぃうより、貧

困を停滞化、固定化させる作用をおよぼしてぃる。

このことは、生活保護が、自立する見通 しを もて

るだけのス トックゃ、自主的文化的生活領域を確

保するにはほど遠い生活保障にしか致 っていない

現状のあ らわれでぁる。

具体的に生活権の保障には、最低生活費の保障

をはじめとして、環境問題や住宅問題、医療、教

育、要看護ケースに関するサービス等々、私達の

生命を維持、発展 させるために必要なあらゆるこ

とに通 じるだろう。

このような、労働権・生活権の保障のなかで、

「物とり主義」「 ル ンペン性」 も克服される基盤

をつ くるだろう。

第 2節 社会的条件整備

「最近の行政管理庁の調査によれば、現行の生

活保護基準に もみたない所得水準にある世帯が全

世帯の 24%に も達 し、実際になん らかの形で生

活保護をうけてぃる者は全体の 1%強にす ぎない

と推計され る。」国民 の最低生活基準 とされてぃる

のが生活保護基準でぁるが、なおそれ以下の生活

を強い られる人が多 くいる。 この ことは、生活保

護制度が、申請主義 であり、申請 しなければ、ど

んなに最低生活費 より低かろうと、受けることが

できなぃことの反映である。 そして、その生活保

護基準以下の人々がなぜ生活保護 を申請 しないの

かを考えてみるに、「生活保護 はみじめだ」とす

る前近代的 な考 え方 もあるが、多 くは、生活保護

自体を知 らないとか、生活保護の基準がわか らな

く、自分の世帯があてはまるか どうかわか らない

のでぁる。 このような世帯が、一体 どのような生

活を送 っているのであろうか。第 1表の標準 4人

世帯の人が、生保でない場合、年収 2,203,440円

として、神戸市では、住民税が年間23,948円 、国保

年間 119,992円 でこのふたつの合計だけで、

143,94o円 であ り、月割 りにして生活保護基準か

らす ら、 1万円以上のマイナスとなる。 これ らも

明らかなように、生活保護基準以下の世帯であっ

ても、生活保護 を受けていたら明 らかにいらない

税金や、国民健康保険料 といった ものがいるのを

はじめとして、国民健康保険に加入していて も、実
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際に病院にかかるには医療費の三割は負担せぬば

ならない。 また、その他、保護か ら発す る諸 の々

サービス (例えば、神戸市バスの無料パス、法外

援護の見舞金 )も うけることがで きない。

このように、最低生活費以下の世帯であって、

なおその うえに、大収奪がお こなわれてぃる現状

がぁる。 この現状は、生活保護 を現在受けている

人 も、実際に生活保護をきって、日立 しようとし

た時にすぐにぶつかる問題である。「 生活保護を

きったが、国民健康保険料が支払えない。」とはよ

く聞 く声である。支払 えなぃ、医者に もかかれな

い、生活 もできない。即、生活保護に逆 もどりの

例 もある。つま り、生活保護を受けるか、さもな

くば何の保障 もない、この両極端がそこにはある。

生活保護か ら自立するには、 その間の うけ皿か

必要なのである。 この うけ皿を、私 は、ここで

「社会的条件整備」としたい。

この うけ皿の具体的中味 としては、まず第一に、

低所得者層における貧困化の特徴を第 1章 でその

不安定性 と未組織性に もとめたが、それを充足す

るものとして社剣卿針共済などの整備をあげたし、第二

に、輸 は、最睡 以下の世帯か らは徴収 しない。

そのためには、控除額をあげてぃくことで、課税

対象額を大巾にひきあげる必要がある。第二に、

低所得者に対する国民健康保険料の無料化や、免

除の措置。住宅の保障では、広 さ 。環境等の保障

と、家賃の免除や減免 (これは、公営住宅で行っ

ている。)、 教育費の保障等 々である。 このように、

衣食住や、医療・教育・税 といった生活の基盤 と

なる ものを整備 してい く必要 がある。

このことは、同時に、行政に対して総合化を求

めることに もなる。残念なか ら、現状は縦わ り行

政か多 く、「局が違 えば、会社が違 うようなもの」

との声 も出るほど官僚的わ りきりも少な くない。

これを克8侵 していくことは、住民の発達保障にと

ってきわめて重要であるとと もに、公務労働者の

発達にとって もきわめて重要な問題 となっている。

第 3節 組 織 化

貧困化法則の貫徹する資本主義の中において、

低所得者、労働者は、どのようにして次の時代に

むか って解放 されてぃくのか。 その解放 されてぃ

く要として、私は組織化をあげたぃ。

人間は、他人との関係のなかで、自分自身の存

在を知る。貧困の解放は、ひとつには社会変革で

あ り、その変革は、 もうひとつの変革、自己変革

の積みかさねと、その働 きかけによってはじめて

達成 される。

労働者階級の最初の抵抗、いいかえれば、変革

のエネルギーのだし方は、犯罪であった。「彼は

ぬすみを働いた。 ……ところが、まもな く労働者

は、こんな ことをしても役にたたない、というこ

とかわか った。犯罪者は、その窃盗によって、た

だば らばらに、ただ個人的に、現在の社会秩序に

たいして抗議することができたにすぎない。社会

全体の力が、ひとりひとりの個人の うえにおそい

かか り、 ものす ごぃ力で個人をおしつぶしてしま

った。」
3)第

二の抵抗 は、暴動であった。「 この種

の反対 もまた、散発的な ものにすぎず、一定の地

方だけにか ざられてぃて、 しか も現状のただ一つ

の面だけにむけられた ものにすぎなか った。当面

の目的が達せ られると、社会的な力の全重圧が、

また もや抵抗力を失 った犯罪者たちの うえにおち

かか り、彼 らを思 うぞんぶん こらしめたし、機械

はそれに もかかわ らず採用 されたのである。反対

の新 しい形態を見つけなければならなくな った。」
の

彼 らは、犯罪、暴動のような個別・分散的な もの

で、事態か解決 しないことを知る。 そして、団結

を学んだ:そ して、労働者 として、労働組合をつ

くることを学んだ。 とl● l時 に、一方では、資本主

義の発達により、家族や、地域の共同体が破壊さ

れ、その再建に取 り組まなければならなか った。

その再建に対 し、住民の全階層をまきこむような

低所得者層の発達保障
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条件の形成が必要であった。

全生連は、その住民の階層の低所得 とされる部

分を中心 とするわけであるが、労働組合にしろ、

共同体の再建のための組織にしろ、その中で、労

働者は、労働権・生活権を獲得するためには、学

習 し、教育 し、そして、民主 々義を学ばなければ

ならなか った。「民主々義の学校」として、組織

は存在 した。民主々義の学校 は、労働者階級の歩

み、その抵抗の歴史 とその教訓を受ιすつ ぐ。 そし

て、自由と民主々義を教 える。

全生連の存在を考えるに、全生連はより階級的

意味あいを もっている。なぜ なら、直接的に貧困

イヒに対する抵抗組織 であり、その抵抗の形は、社

会的条件整備や、労働権 。生活権獲得 となるか、

その獲得のためには同時に、その階層特有の弱点

であるルンペン性 も克:反 しなければならない。 自

沢氏はい う。「公的扶助対象者が多 くもちがちな

ル ンペン性 は克服の対象であり、それはより労働

者性に適応することが、変革に もつなかるのだと

いう原則的観点をみおとしてはならない。」このル

ンペン性の問題 は、最近 よくいわれるケースワー

カーの しらけの問題や、また、住民か らの生活保

護への反発の問題 と不可分である。

「 ルンペン性」克服の課題は、非常に大 きな課

題 であ り、それは常に克服の対象である。

ルンペン性は、貧困層にだけあるのではなく、

支配層 もふ くめてある。つま り、真に労働者性を

もつ もの以外に存在するのではないだろう力、 と

同時に、歪められた労働の もとにおいて、真に労

働者性を もつ ことは、むづか しい課題であ り、常

に自己変革をともな う努力をしないかざり、何人

たりと も潜在的に もっている。

生健会の活動をみるとき、 この課題 は、非常に

大 きな課題であ り、この克服の具体的手だてとし

ては、地域 で班活動等をすすめることにより、そ

の中におぃて、集団的に、相互批判 。相互認識の

中で克服されるように思 う。 と同時に、それを支

える者 として、やは り、科学性を もった専門職が

その中心に座 り、共に悩み、考 え、行動 していく

必要 も感 じる。

生健会の中において、ル ンペン性を克服 した人

々が多 く出現す ると同時に、その人 々が新たにそ

ういう人々を創っていかなければならない。 また

より労働者性に適応 した人々が、真に国民の幸わ

せを願える社会変革者 として、生活要求のみなら

ず、生産要求 までの高 さをもつ統治能力を身につ

けていかねばならない。

(1)大月書店編集部編『 猿が人間になるについ

ての労働の役割』 国民文庫、1965年、7ペ

ーー ジ 。

(2)中 村ヽ 高田、太田、石井著『現代のための哲学
。国人間』詢 ゝ1981年 、5ペ ージ。

(3)エ ングルス『 ィギリスにおける労働者階級

の状態』12}国民文庫、 1971年 、130～

131ペ ージ。

(4)同  上、 131ペ ージ。

お わ り に

この論文は私にとって、生健会活動の総括であ

り、同時に、同時期に入った基礎研での 2年間の

研究生としての総括でもあるように思う。

総括 として書いてい くということは、正直にぃ

って非常にしん どい ものであった。 なぜなら、現

実は生々しすぎて、私 自身一体何か ら書 きはじめ

ていいかわか らな くなって きた り、展望をだした

としても、直接的には生健会を放れてぃ く身とし

て、直接的にはかかわ っていけなくなる淋 しさ

自分の生活 をかけてやって きただけに、身をひき

ちぎられ るような気 もする。

しか し、 この二年間をふ りかえる時、私 自身の

担い手として成長 した点 としては、人間の生活や

街がみえてきたこと、基礎研でよく議論になる家

族の機能としての「生命の生産と再生産」の意味

低所得者層の発達保障
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がわか りはじめたことである。

2年後には、全生連 も 30周 年 をむかえ、歴史

などもきっちり整理 されるようです。私自身は、

直接的には生健会活動とかかわることができなく

低所得者層の発達保障

伊藤論文への コメン ト

なるとは思いますが、良 き理解者としてかかゎっ

てい きたいと思います。

最後に、私の青春の二年間を、生健会 とともに

歩めたことを感謝 したく思います。

財政破綻、消費不況、貿易摩擦 という「 二重苦」

にさいなまれる日本経済のもと、国民生活の危機

も深刻な様相を呈 している。 6年連続の所得税課

税最低限す え置 き=実質増税、社会保険料の急増、

賃金抑制による可処分所得の減少、各種公共料金

や教育費の負担増な どによって家計の赤字は増大

し、その穴 うめをはかるためパー トとして働 きに

出る家庭婦人が急増する。生活様式の変化や核家

族化、家庭内の有業人口の増加などにより家庭生

活の社会化が進展 し、外食産業、福祉、医療、教

育産業などサービス産業が隆盛するにともない、

それらサービス業に従事する人々を中心 として、

ますます多 くの労 101者 が不安定就業層へ と転化 し

てゆく。一方では企業側における売れ行 き不振 と

金融機関側における過乗」賃金の存在、他方では国

民生活の側における低所得 と高い消費需要とのギ

ャップ、これ らに規定されてクレジ ットや ローン

の利用が急増 し、「国民総債務奴隷イロ 、潜在的に

は「 一億総家計破産 」の状況の もと、身を粉に し

て働きつづけなければな らな くな り、心身にわた

る健康破壊、発達障害の拡大によ って、一挙に家

計破産が顕在化し、離婚、心中など家族の崩壊が

進行 し、彼保護層へ転落するケースが急増する。

こうして今 日、就業の不安定、家庭基盤の脆弱

化による低所得、貧困層は増大する状況にあると

いわなければな らず、したが って国民の生存、発

達を権禾Uと して保障 してゆ くことの重要性はます

ます増大してきてぃるといえょ ぅ。 しかしなが ら

小沢修司 (主査 )、 豊田裕子、武元勲

伊藤論文 も指摘 しているように、わが国の生活保

護行政は人間の発達を促す方向には機能 されずに

逆に自立の芽をつみとり労働意欲、生活意欲をお

さえつける方向で機能 させ られているといわなけ

ればな らない。生活保護基準以下の低所得層、

「 働けど働けど生活楽にな らざる」人々が膨大に

な りなが ら、選別と排除によって一部の人のみが

被保護層 として処遇されるために、低所得層の間

で分断、競争が組織される。こうした状況にいか

に対処 してい くことが、低所得層をは じめとする

全国民の発達を保障することとなるのか。伊藤論

文が果たそうとする課題が ここにあり、しかも、

著者自身「 生活 と健康を守る会 」の専従 として、

生活保護とその受給者をめ ぐるきびしい現実を生

々しく体でつかみとっているだけに、きわめて間

題意識が鮮明である。そして、労働権、生活権の

保障を行ない、生活保護か らの自立を促すための

「 社会的条件整備 」を行ない、低所得者層自 らの

組織形成による自己教育運動を重視せよとい う提

起は、地域での実践に裏打 ちされているだけに説

得力がある。

しかしなが ら、たとえば 2章 2節や 3章などま

だまだ十分にはこなれていないところがあ り、生

々しい現実か らうけるするどい問題意識を冷静に

見つめ、科学的に考察する力量は、論文作成を通

じて急速に獲得 してきているとはいえ、これか ら

の研鑽が要求 されることも確かである。引 き続 く

研究 を期待 したい。
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